
   海老名市公共施設利用予約システム利用規約 

 

 （趣旨） 

第１条 この規約は、海老名市公共施設利用予約システム（以下「本システム」といいま

す。）を利用して、海老名市（以下「市」といいます。）が設置する公共施設の利用申込

等手続きを行うために必要な事項について定めるものです。 

 （利用規約への同意） 

第２条 本システムを利用して施設の利用申込等の手続きを行うためには、本規約に同意

していただくことが必要です。このことを前提に、市は本システムによるサービスを提

供します。 

 本システムの利用者登録をされた方は、本規約に同意したものとみなします。ただし、

何らかの理由により、本規約に同意することができない場合は、本システムをご利用い

ただくことはできません。 

 （用語の定義） 

第３条 本規約において使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。 

（１） 施設 本システムにより利用申込等手続きを行う対象となる施設として別表に掲

げるものをいいます。 

（２） 指定管理者 地方自治法第244条の２第３項の規定により施設の管理を行わせ 

るものとして市が指定したものをいいます。 

（３） 利用者 本システムのサービスを受ける個人又は団体をいいます。 

（４） 利用者カード 利用者に発行される施設予約システム利用者カードをいいます。 

（５） カード番号 利用者カードに記載された、利用者カードを一意に識別する番号を

いいます。 

（６） パスワード 本システムの本人認証に用いるパスワードをいいます。 

（７） コールセンター 利用者からの本システム利用上の問い合わせの受付及び回答を

行う機関をいいます。 

（８） 利用申込等手続 利用の申込と変更・取消、予約内容の確認、抽選の申込と変更・

取消、抽選申込内容の確認、抽選結果の確認、当選の確定、空き情報の照会をい

います。 

（９） 登録窓口 スポーツ施設・学校夜間照明においては、海老名市役所文化スポーツ

課、海老名運動公園総合体育館及び北部公園体育館を、えびな市民活動センター

においては海老名市役所市民活動推進課及びえびな市民活動センターをいいま

す。 

 （利用者登録の申請） 

第４条 利用者は、本システムの利用者登録事前入力機能で利用者登録申込（以下「利用

者登録事前入力」といいます。）を行い、登録窓口へ本人（団体の場合は代表者又は連

絡者本人）を確認できる書類等（学生証、運転免許証、マイナンバーカード等）を提示

し、利用者登録の申請を行うものとします。なお、本システムの利用者登録事前入力機

能を使用できない場合は、本人確認できる書類等を持参のうえ、海老名市施設予約シス

テム利用者登録申請書（個人用又は団体用）を登録窓口へ提出するものとします。（以



下、「海老名市公共施設利用予約システム利用者登録申請書」を「登録申請書」といい

ます。） 

２ えびな市民活動センターにおいては、個人登録で登録者が中学生以下の場合、登録申

請書（保護者署名用）による保護者の署名が必要となります。 

３ 登録申込又は登録申請の際に、メールアドレスを登録すると、利用者登録事前入力申

込・抽選申込等の申請後、申請内容の確認メールを受信することができるようになりま

す。 

 （利用者カードの発行） 

第５条 市または指定管理者は、前条により申請のあった利用者登録事前入力申込又は登

録申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申込者等

に対して、利用者カード及び利用者情報登録書を交付するとともに、利用者登録事前入

力申込又は登録申請書の内容及びカード番号を入力し、本システムによる予約が利用で

きるように手続きを行います。 

２ ビナレッジ又はビナスポの個人登録に係る利用者カードについては同施設で受け取

るものとします。（スポーツ施設窓口において利用者カードを発行した場合はこの限り

ではありません。） 

３ 第１項に掲げる利用者カード及び利用者情報登録書の交付を受けた利用者は、次の各

号の内容に留意して取り扱うものとします。 

 (１) 利用者カードを受領した場合は、直ちに利用者カードの所定の欄に署名（団体の

場合は団体名を記入）してください。 

 (２) 利用者カード及び利用者情報登録書は慎重に取扱い、破損、紛失、盗難等のない

よう適切に使用し、管理してください。 

 (３) 利用者は、施設を利用するときは、必ず利用者カードを窓口に提示してください。 

(４)  利用者カードは、登録した個人又は団体以外は使用できません。また、利用者カ

ードは、他人に譲渡し、又は貸与することはできません。 

 （カード番号及びパスワードの利用及び管理） 

第６条 利用者は、本システムの利用にあっては、カード番号及びパスワードを本システ

ムに入力することにより、利用申込等手続きを行うことができます。 

２ 前項に掲げるカード番号及びパスワードは、次の各号の内容に留意して厳重に管理し

て下さい。 

 (１) カード番号及びパスワードは他人に知られないように管理してください。 

 (２) パスワードは定期的に変更し、第三者への漏洩防止に努めてください。 

 (３) 他人からのパスワードなどの照会には応じないでください。市、施設及びコール

センターからパスワードを電話等でお問合せすることはありません。 

 (４) カード番号及びパスワードを忘失した場合は、速やかに登録窓口に連絡し、その

指示に従ってください。この場合において、登録窓口は新しいパスワードを付与す

るものとする。（付与されたパスワードの変更を行おうとする場合は、本システム

により変更することができます。） 

３ 市または指定管理者は、これら厳重に管理されたカード番号及びパスワードにより行

われた利用申込等手続きについては、本人により行われたものとみなします。 



 （利用者カードの紛失又は盗難） 

第７条 利用者は、利用者カード及び利用者情報登録書を破損、紛失、盗難等したときは、

直ちにその旨を登録窓口に連絡するものとします。 

 （利用者カードの再発行） 

第８条 市長は、前条に掲げる破損、紛失、盗難等したときでも、再発行しないものとし

ます。 

２ 利用者は、前項に掲げる破損、紛失、盗難等にあった場合は、新たに登録申込又は登

録申請を行ない、新しい利用者カードの発行を受けるものとします。なお、利用者カー

ドを著しくき損した場合は、登録窓口でき損した利用者カードと引き換えに利用者カー

ドの再発行を受けるものとします。 

 （利用者登録の変更） 

第９条 利用者は、申請した利用者登録の内容に変更が生じた場合は、登録窓口へ遅滞な

く変更内容が確認できる身分証等を提示し、登録申請書に利用者カードを添えて、利用

者登録の変更手続きを行うものとします。 

 （利用者登録の期間） 

第１０条 利用者登録の申請を行い、市または指定管理者が利用者として認めた日を登録

日とし、登録日から５年間を登録期間とします。この場合において、登録期間中に１回

以上の利用があった場合は、引き続き５年間を登録期間とします。 

 （利用者登録の廃止） 

第１１条 利用者は、利用者登録を廃止する場合は、登録窓口に登録申請書を提出すると

ともに、利用者カードを返却するものとします。利用者から廃止の申し出があったとき

は、市または指定管理者は、利用者登録を廃止します。 

２ 市または指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録

を廃止するものとします。 

 (１) 登録期間中に利用がなかった場合 

 (２) 虚偽の申請をした場合 

 (３) 本規約又は施設の管理に関する条例、規則等に違反をした場合 

 (４) 利用者の所在が不明かつ連絡不能となった場合 

 (５) その他利用者として不適当と認めた場合 

 （利用方法） 

第１２条 本システムによる利用申込等手続の具体的な方法については、市が別に定める

ものとします。 

 （利用時間） 

第１３条 本システムの利用時間は、次のとおりとします。 

 (１) 予約の申込と変更・取消・内容確認、抽選の申込と変更・取消・内容確認、当選

の確定について 原則として終日（ただし、抽選申込みや予約申込みの受付初日は

午前５時から開始します。） 

 (２) 予約の空き情報の照会、施設情報照会について 終日 

２ 市は、前項に規定する利用時間にかかわらず、緊急の保守・点検を行う場合は、本シ

ステムの一部又は全部を停止する場合があります。この場合において、本システムのト



ップページで事前にお知らせしますが、市が特に必要と認める場合には、予告なしに停

止することがあります。 

 （利用上の問合せ） 

第１４条 本システム利用上の問合せは、コールセンターにおいて次のとおり対応します。 

２ コールセンター 

 (１) 電話による対応 ９時から１７時まで 

    ナビダイヤル ０１２０－３２６－３５７ 

    ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。  

３ 登録窓口 

 (１) スポーツ施設 

  ① 海老名市役所文化スポーツ課 ８時３０分から１７時１５分まで 

    電話番号 ０４６－２３５－４９２７ 

    （土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。） 

② 海老名運動公園総合体育館 ８時５０分から２０時まで  

電話番号 ０４６－２３５－７２０４ 

（休館日及び年末年始を除く。） 

  ③ 北部公園体育館 ８時５０分から２０時まで 

    電話番号 ０４６－２９２－３３００ 

    （休館日及び年末年始を除く。） 

(２) えびな市民活動センター 

  ① 海老名市役所市民活動推進課 ８時３０分から１７時１５分まで 

    電話番号 ０４６－２３５－４７９４ 

    （土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。） 

② えびな市民活動センター ビナレッジ（交流館） 

９時から２２時まで 

    電話番号 ０４６－２５９－８１１６ 

    （休館日及び年末年始を除く。） 

③ えびな市民活動センター ビナスポ（レクリエーション館） 

９時から２２時まで 

    電話番号 ０４６－２５９－９４５０ 

    （休館日及び年末年始を除く。） 

 （利用環境） 

第１５条 本システムは、次の各号に掲げる機器で利用することができます。 

 (１) インターネットに接続できる電子計算機 

 (２) 施設の窓口に設置するタッチパネル式窓口端末 

２ 利用できる環境は、利用者ガイドブック等でお知らせします。 

（抽選申込件数の制限） 

第１６条 利用者が１ヶ月に抽選申込できる件数の上限は、利用する施設が定めるものと

します。 

 （予約の変更、取消の受付期間） 



第１７条 本システムでは利用者からの予約の変更、取消ができる期間を施設ごとに設け

ています。 

２ 利用者は、前項の受付期限を過ぎて予約の変更、取消を行おうとする場合は、利用す

る施設にその旨を申し出ることとします。 

３ 市または指定管理者は、前項の申し出があった場合及び利用者が予約取消を行わずに

施設を利用しなかった場合には、本システムの利用を制限することがあります。 

 （障害時の措置） 

第１８条 本システムが障害等により利用できなくなった場合には、速やかにコールセン

ターに連絡してください。 

 （禁止事項） 

第１９条 本システムの利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。 

 (１) 利用申込等手続以外の目的で利用すること。 

 (２) 不正にアクセスすること。 

 (３) 管理及び運営を故意に妨害すること。 

 (４) ウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。 

 (５) 他人のカード番号、パスワードを不正に使用すること。 

 (６) 前各号に掲げるものほか、法令等に違反すると認められる行為をすること。 

 

 （禁止事項に対する防御装置） 

第２０条 市は、本システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合、

又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由があると認める場合は、利用者から

収集した情報の抹消、本システムによるサービスの停止等必要な措置を行うことができ

るものとします。 

 （免責事項） 

第２１条 市または指定管理者は、利用者が本システムを利用したことにより発生した、

利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負いません。 

 ２ 市は、本システムの運用の停止、中止、中断等により発生した利用者の損害について

一切の責任を負いません。 

 （著作権） 

第２２条 本システムに含まれているプログラム及びその他著作物に関する著作権は、日

本国の著作権法によって保護されています。本システムに含まれているプログラム及び

その他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。 

 （個人情報の保護） 

第２３条 利用者の申請に基づく個人情報について、市または指定管理者は本来の目的以

外に使用しないとともに、その管理に十分な注意を払うものとします。 

 （準拠法及び管轄） 

第２４条 本規約は法令等に準拠するものとします。また、本システムの利用又は本規約

に関して利用者と市の間に生ずる全ての紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とします。 

 （利用規約の変更） 



第２５条 市は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本

規約を変更することができるものとします。 

２ 利用者は、利用の都度本規約を確認することとし、本規約変更後に本システムを利用

した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。 

 

   附 則 

この規約は、平成２２年４月１日から施行します。 

この規約は、平成２５年２月１日から施行します。 

この規約は、平成２５年８月１５日から施行します。 

この規約は、平成２６年９月１日から施行します。 

この規約は、平成２７年４月１日から施行します。 

この規約は、令和３年11月29日から施行します。 

この規約は、令和８年３月３日から施行します。 

   ＜平成１７年５月１日制定＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第３条関係） 

施設グループ 施設名 

スポーツ施設 海老名運動公園 総合体育館 

屋内プール 

陸上競技場 

野球場 

庭球場 

多目的広場 

北部公園 体育館 

庭球場 



 中野公園 人工芝グラウンド 

中野多目的広場 

今里庭球場 

下今泉庭球場 

学校夜間照明 

えびな市民活動センター ビナレッジ（交流館） 

ビナスポ（レクリエーション館） 


